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�愛媛県告示第９３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関の所在地名が、次のように変更された。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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発 行 愛 媛 県

告 示

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

Ｄｒ．盛次診療
所 医療法人きらり 伊予郡松前町大字筒井１５

４０番地
平成２３年
６月１日

壬生川耳鼻咽喉
科

医療法人壬生川
耳鼻咽喉科 西条市円海寺１８番３ 平成２３年

６月１日

大洲ななほしク
リニック

医療法人ななほ
しクリニック 大洲市東若宮１６番２ 平成２３年

６月１日

開 明 眼 科 医療法人開明眼
科

西予市宇和町卯之町五丁
目２５２番地

平成２３年
６月１日

きほくの里歯科
医院 河 野 雄一郎 北宇和郡鬼北町大字近永

１４１８－７２
平成２３年
６月８日

おぐに薬局宮下
店 株式会社おぐに 今治市宮下町一丁目１－

２１
平成２３年
７月１日

さくら薬局いし
づち店 有限会社蝶野 西条市小松町新屋敷甲２８

４－２
平成２３年
７月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

カミブン接骨院 藤 井 千 恵 四国中央市上分町５１７－
４

平成２３年
５月２３日

毎週（火・金）曜日発行 第２２８８号 平成２３年７月２９日

平成２３年７月２９日金曜日 第２２８８号

愛 媛 県 報

６３８
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�愛媛県告示第９３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

キッズ薬局山根
店 株式会社キッズ 新居浜市中筋町二丁目１

番３号
平成２３年
４月３０日

あ お ば 薬 局 有限会社あおぞ
ら薬局

伊予市下吾川字馬塚９４４
－３

平成２３年
５月５日

介 護 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

上島町特別養護老人ホーム海
光園

（変更後）
越智郡上島町生名１２６８番地１

平成２３年６月１日
（変更前）
越智郡上島町生名３６３７番地

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

医療法人和田医
院

医療法人和田医
院

八幡浜市産業通２４６番地
１

平成２３年
４月３０日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社クオリア 伊予郡松前町大字北川原２９３
番地２ 訪問看護ステーションくるみ 伊予郡松前町大字北黒田６７９

－１ 平成２３年３月１日

株式会社アクティブモア 宇和島市天神町８－２３天神ビ
ル２階

愛ほっと訪問看護ステーショ
ン

宇和島市天神町８－２３天神ビ
ル２階 平成２３年５月２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

介護センター瀬戸内合資会社 今治市南大門町２丁目３番地
５ 瀬戸内たくまの里 今治市宅間甲５７７ 平成２３年５月１日

医療法人きらり 伊予郡松前町大字筒井１５４０番
地 デイサービスセンターかおり 伊予郡松前町大字筒井１５７９番

地１ 平成２３年６月１日

有限会社ケアセンター今治 今治市北日吉町二丁目５番７
号 有限会社ケアセンター今治 今治市北日吉町二丁目５番７

号 平成２３年６月１日

医療法人みどりクリニック 新居浜市北内町四丁目１０番７９
号 在宅専門みどりクリニック 新居浜市北内町四丁目１０番７９

号 平成２３年６月１０日

有限会社ケアホームマルニ 南宇和郡愛南町御荘平城２２８１
番地１ ケアホームマルニ 南宇和郡愛南町御荘平城２２８１

番地１ 平成２３年６月１４日

株式会社みやび 今治市登畑甲１９５番地８ みやび介護サービス 今治市登畑甲１９５番地８ 平成２３年７月１日

愛 媛 県 報平成２３年７月２９日 第２２８８号

６３９
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�愛媛県告示第９４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ひより 大洲市長浜町下須戒甲３２１番
地２ 居宅介護支援事業所ひより 大洲市長浜町下須戒甲３２１番

地２ 平成２３年６月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

介護センター瀬戸内合資会社 今治市南大門町２丁目３番地
５ 瀬戸内たくまの里 今治市宅間甲５７７ 平成２３年５月１日

社会福祉法人三善会 大洲市春賀甲１６８８番地 デイサービスセンター春賀 大洲市春賀甲１６６５番地 平成２３年５月１日

医療法人きらり 伊予郡松前町大字筒井１５４０番
地 デイサービスセンターかおり 伊予郡松前町大字筒井１５７９番

地１ 平成２３年６月１日

有限会社ケアセンター今治 今治市北日吉町二丁目５番７
号 有限会社ケアセンター今治 今治市北日吉町二丁目５番７

号 平成２３年６月１日

医療法人みどりクリニック 新居浜市北内町四丁目１０番７９
号 在宅専門みどりクリニック 新居浜市北内町四丁目１０番７９

号 平成２３年６月１０日

株式会社みやび 今治市登畑甲１９５番地８ みやび介護サービス 今治市登畑甲１９５番地８ 平成２３年７月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人伊方町社会福祉
協議会

西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地
１ 伊方訪問介護事業所

（変更後）
西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地
１

平成２３年４月１日
（変更前）
西宇和郡伊方町湊浦８６６番地

愛 媛 県 報平成２３年７月２９日 第２２８８号

６４０
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�愛媛県告示第９４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（地域包括支援センター）の介護予防支援事業を

行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

（変更後）
上島町指定居宅介護支援事業
所

（変更後）
越智郡上島町生名２１３３番地４

平成２３年４月１日
（変更前）
上島町弓削指定居宅介護支援
事業所

（変更前）
越智郡上島町弓削上弓削１９０７
番地１

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人伊方町社会福祉
協議会

西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地
１ 伊方訪問介護事業所

（変更後）
西宇和郡伊方町湊浦１９９５番地
１

平成２３年４月１日
（変更前）
西宇和郡伊方町湊浦８６６番地

介 護 機 関 （ 地 域 包 括
支 援 セ ン タ ー ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

上島町 越智郡上島町生名２１３３番地４ 上島町指定介護予防支援事業
所

（変更後）
越智郡上島町生名２１３３番地４

平成２３年４月１日
（変更前）
越智郡上島町弓削上弓削１９０７
番地１

伊方町 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地
１ 伊方町地域包括支援センター

（変更後）
西宇和郡伊方町湊浦８６６番地

平成２３年４月１日
（変更前）
西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地
１

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 民家三角の家 伊予郡砥部町三角４５番地２ 平成２２年９月３０日

社会福祉法人西予市社会福祉
協議会 西予市野村町野村１２号１５番地 社会福祉法人西予市社会福祉

協議会明浜支所 西予市明浜町高山甲３６５７番地 平成２３年３月３１日

社会福祉法人西予市社会福祉
協議会 西予市野村町野村１２号１５番地 社会福祉法人西予市社会福祉

協議会三瓶支所
西予市三瓶町朝立１番耕地３６
０番地１ 平成２３年３月３１日

愛 媛 県 報平成２３年７月２９日 第２２８８号
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�愛媛県告示第９４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療法人和田医院 八幡浜市産業通２４６番地１ 医療法人和田医院 八幡浜市産業通２４６番地１ 平成２３年４月３０日

合同会社華喜 伊予郡砥部町七折１８番地 でいさーびすなつかしのさと 伊予郡砥部町七折１８番地 平成２３年７月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

上島町生名指定居宅介護支援
事業所 越智郡上島町生名２１３３番地３ 平成２３年３月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７番地 民家三角の家 伊予郡砥部町三角４５番地２ 平成２２年９月３０日

社会福祉法人西予市社会福祉
協議会 西予市野村町野村１２号１５番地 社会福祉法人西予市社会福祉

協議会明浜支所 西予市明浜町高山甲３６５７番地 平成２３年３月３１日

社会福祉法人西予市社会福祉
協議会 西予市野村町野村１２号１５番地 社会福祉法人西予市社会福祉

協議会三瓶支所
西予市三瓶町朝立１番耕地３６
０番地１ 平成２３年３月３１日

医療法人和田医院 八幡浜市産業通２４６番地１ 医療法人和田医院 八幡浜市産業通２４６番地１ 平成２３年４月３０日

合同会社華喜 伊予郡砥部町七折１８番地 でいさーびすなつかしのさと 伊予郡砥部町七折１８番地 平成２３年７月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１９４３ 株式会社椿 松山市東石井七丁目６
－１８ 大 野 眞 弓 居宅介護 ケアサポート椿園 松山市東石井七丁目６

－１８
平成２３年
７月１日

３８１０１０１９４３ 株式会社椿 松山市東石井七丁目６
－１８ 大 野 眞 弓 重度訪問介護 ケアサポート椿園 松山市東石井七丁目６

－１８
平成２３年
７月１日

３８１０２００１４１ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－２
－１２ 越 智 一 博 就労移行支援 今治ワークス 今治市宮ケ崎甲１６６番

地
平成２３年
７月１日

３８１０２００１４１ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－２
－１２ 越 智 一 博 就労継続支援

Ｂ型 今治ワークス 今治市宮ケ崎甲１６６番
地

平成２３年
７月１日

愛 媛 県 報平成２３年７月２９日 第２２８８号
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�愛媛県告示第９５２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害者支援施設を指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４７条の規定により、次のとおり指定障害者支援施設の指定の辞退があった。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

３８１０２００１６６ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－２
－１２ 越 智 一 博 生活介護 ふきあげワークス 今治市恵美須町３丁目

１番地１６
平成２３年
７月１日

３８１０２００１６６ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－２
－１２ 越 智 一 博 就労継続支援

Ｂ型 ふきあげワークス 今治市恵美須町３丁目
１番地１６

平成２３年
７月１日

３８２３４０００４３ 特定非営利活動法人福
祉親愛会

松山市西石井１丁目１
番２５号クリエイション
ビル７階

渡 邉 文 春 共同生活介護 トミーホーム久万高原 上浮穴郡久万高原町露
峰甲２５９０番地１

平成２３年
７月１９日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８２０１０００２６ ＮＰＯ法人ほっと
ねっと

松山市小坂２丁目
２番２０号 屋 宮 康 紀 共同生活介護 ねっとハウス「く

ろーばー」
松山市道後湯月町
３－３

松山市土手内１２１
－１２

平成２３年
７月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１４０００１７４ 財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 渡 部 三 郎 短期入所 小規模多機能型居宅介
護事業所アロハ

南宇和郡愛南町城辺甲
２９３４番地

平成２３年
５月３１日

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 者 支 援 施 設
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所 入所定員

３８１０２００１５８ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－
２－１２ 越 智 一 博 生活介護 今治福祉園 今治市宮ケ崎甲１７０

番地 ６０ 平成２３年
７月１日

３８１０２００１５８ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－
２－１２ 越 智 一 博 施設入所支援 今治福祉園 今治市宮ケ崎甲１７０

番地 ６０ 平成２３年
７月１日

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

辞 退 に 係 る 指 定 障 害 者 支 援 施 設
辞 退
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所

３８１０２００１４１ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－２
－１２ 越 智 一 博

旧知的障害者
授産施設支援
（通所）

今治ワークス 今治市宮ケ崎甲１６６番
地

平成２３年
６月３０日

３８１０２００１５８ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－２
－１２ 越 智 一 博

旧知的障害者
更生施設支援
（入所）

今治福祉園 今治市宮ケ崎甲１７０番
地

平成２３年
６月３０日

３８１０２００１６６ 社会福祉法人来島会 今治市北宝来町２－２
－１２ 越 智 一 博

旧知的障害者
授産施設支援
（通所）

ふきあげワークス 今治市恵美須町３丁目
１番地１６

平成２３年
６月３０日

愛 媛 県 報平成２３年７月２９日 第２２８８号
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�愛媛県告示第９５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市氷見地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第

５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・氷見上部地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２３年８月１日から平成２３年８月２６日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第９５８号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の規定に

より、次のとおり土地区画整理組合の事業計画の変更を認可した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 土地区画整理組合の名称、事務所の所在地及び設立認可の年月

日

� 土地区画整理組合の名称

東温市志津川土地区画整理組合

� 事務所の所在地

東温市見奈良５３０番地１ 東温市役所内

� 設立認可の年月日

平成２２年２月１２日

２ 変更認可の年月日

平成２３年７月２９日

�愛媛県告示第９５６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３２条第１項の規定により、次のとおり指定相談支援事業者を指定した。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 相 談 支 援 事 業 者 指 定 相 談 支 援 事 業 所

指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３０７００２２９ ＮＰＯ法人すたぁと 大洲市柚木１０３０番５ 新 井 眞千安 相談支援事業所かみやま 大洲市柚木１０３０番５ 平成２３年
６月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市中山町佐礼谷丙１１７７番５から

同市双海町上灘字船屋久保戊３４１番５まで

旧 Ａ ９．３～５５．５
Ｂ ３．８～４７．８
Ｃ ４．６～１９．５

Ａ０．５３２
Ｂ０．５７１
Ｃ０．１５６

新 Ａ ９．３～５５．５ Ａ０．５３２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘字日ノ地山丁８１番から

同字丁６５番１まで

旧 Ａ ４．２～１２．６
Ｂ１４．０～４１．０

Ａ０．４８４
Ｂ０．２３０

新 Ｂ１４．０～４１．０ Ｂ０．２３０

愛 媛 県 報平成２３年７月２９日 第２２８８号

６４４
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訓 令

�愛媛県告示第９６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１４号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類

事 項 決裁区分 事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

１～９ 省

略

１～９ 省

略

１０ 地方自

治法に基

づく市町

に対する

関与に関

する事務

１～４ 省略 １０ 地方自

治法に基

づく市町

に対する

関与に関

する事務

１～４ 省略

５ 市町に対する法定受託事務の

管理執行の是正等についての勧

告、指示及び裁判の請求（第

２４５条の８第１項から第４項ま

で、第１２項）

○ ５ 市町に対する法定受託事務の

管理執行の是正等についての勧

告、指示及び裁判の請求（第

２４５条 の８第３項

、第１２項）

○

６・７ 省略 ６・７ 省略

８ 市町の申請等に対する許認可 ８ 市町の申請等に対する許認可

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町大内４２０番２から

同町大内８７３番２まで
平成２３年７月２９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町古藤田３６０番から

同町古藤田４４番５まで
平成２３年７月２９日
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等の基準の決定及び公表（第

２５０条の２第１項、第２項）

等の基準の決定及び公表（第

２５０条の２ ）

�・� 省略 �・� 省略

９・１０ 省略 ９・１０ 省略

１１～２６ 省

略

１１～２６ 省

略

備考 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

市

町

振

興

課

１ 地

方自

治法

の施

行に

関す

る事

務

１ 許認可等に関すること。 市

町

振

興

課

１ 地

方自

治法

の施

行に

関す

る事

務

１ 許認可等に関すること。

� 中核市等の指定に係る同意

（第２５２条の２４第２項、第２５２

条の２６の４）

○ � 中核市 の指定に係る同意

（第２５２条の２４第２項

）

○

� 財産区の財産処分に係る同

意（第２９６条の５第２項）

○

� 財産区の不均一の課税又は

徴収に係る同意（第２９６条の５

第５項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 全部事務組合の設立の許可

（第２８４条第５項）

○

� 役場事務組合の設立の許可

（第２８４条第６項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略  省略

� 広域連合の広域計画の提出

の受理（第２９１条の７第３項、

第６項）

○


 省略 � 省略

� 全部事務組合の規約等の変

更の許可（第２９１条の１４第１

項）

○

� 全部事務組合の解散の許可

（第２９１条の１４第３項）

○

� 役場事務組合の規約等の変

更の許可（第２８６条第１項、第

２９１条の１５第４項）

○

� 役場事務組合の規約の変更 ○
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の届出の受理（第２８６条第２

項、第２９１条の１５第４項）

� 役場事務組合の解散の届出

の受理（第２９１条の１５第２項）

○

� 地方開発事業団の設置の認

可（第２９８条第２項）

○

� 地方開発事業団の設置団体

の数の増減及び規約の変更の

認可（第２９８条第２項）

○

� 地方開発事業団の規約の変

更の届出の受理（第２９８条第３

項）

○

� 省略 � 省略

２ 決定、裁定、裁決、審決等に

関すること。

２ 決定、裁定、裁決、審決等に

関すること。

� 市町の廃置分合及び境界変

更の決定（第７条第１項、第

２項）

○ � 市町の廃置分合及び境界変

更の決定（第７条

）

○

� 町を市とする処分等の決定

（第８条第３項）

○ � 町を市とする処分 の決定

（第８条 ）

○

	 市町の境界の決定（第９条

第１項から第３項まで、第５

項、第９項から第１１項まで、

第９条の２第１項、第２項、

第５項、第９条の３第１項か

ら第３項まで、第６項）

○ 	 市町の境界の決定（第９条

から第９条の３まで

）

○


 郡の廃置分合及び境界変更

の決定（第２５９条第１項、第３

項）

○ 
 郡の廃置分合及び境界変更

の決定（第２５９条

）

○

� 市町長 、議員、行

政委員、主要公務員等の資格

の決定等に関する審査請求に

対する裁決（第８７条第２項、

第１１８条第５項、第１２７条第４

項、第１４３条第３項、第１８０条

の５第８項、第１８４条第２項）

○ � 市町長、収入役、議員、行

政委員、主要公務員等の資格

の決定等に関する審査請求に

対する裁決（第８７条、第１１８

条、第１２７条、第１４３条、第１６８

条、第１８０条の５、第１８４条

）

○

� 再議の決定に関する審査の

申立てに対する裁定（第１７６条

第５項）

○ � 再議の決定に関する審査請

求に対する裁決（第１７６条

）

○

 給与等の決定に関する審査

請求等に対する裁決（第２０６条

第１項、第６項）

○  給与等の決定に関する審査

請求 に対する裁決（第２０６条

）

○

� 行政財産及び公の施設の使

用処分に関する審査請求等に

対する裁決（第２３８条の７第１

項、第６項、第２４４条の４第１

項、第６項）

○ � 財産 及び公の施設の使

用処分に関する審査請求 に

対する裁決（第２３８条の７、第

２４４条の４

）

○

� 賠償の命令に関する審査請

求に対する裁決（第２４３条の２

第１０項）

○
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� 過料の決定に関する審査請

求等に対する裁決（第２５５条の

３第２項、第４項）

○ � 過料の決定に関する審査請

求 に対する裁決（第２５５条の

３ ）

○

� 省略 � 省略

� 財産区の紛争に対する裁定

（第２９６条の６第２項）

○ � 財産区の紛争に対する裁定

（第２９６条の６ ）

○

３ 勧告、命令、選任等に関する

こと。

３ 勧告、命令、選任等に関する

こと。

� 協議会設置等の勧告（第２５２

条の２第４項、第２５２条の７第

３項、第２５２条の１４第３項）

○ � 協議会設置 の勧告（第２５２

条の２第４項

）

○

� 市町長の臨時代理者の選任

（第２５２条の１７の８第１項）

○ � 市町長の臨時代理者の選任

（第２５２条の１７の８ ）

○

�・� 省略 �・� 省略

	 財産区の事務処理の監査等

（第２９６条の６第１項）

○ 	 財産区の事務処理の監査等

（第２９６条の６ ）

○


 市町の適正規模の勧告（第

８条の２第１項、第２項、第

４項）

○ 
 市町の適正規模の勧告（第

８条の２

）

○

� 省略 � 省略

４ 省略 ４ 省略

５ 地方自治法施行令（以下この

部において「政令」という。）

に関すること。

５ 地方自治法施行令

に関すること。

� 市町の廃置分合及び境界変

更に伴う事務の承継市町の決

定等（政令第５条第１項、第

６条）

○ � 市町の廃置分合及び境界変

更に伴う事務の承継市町の決

定等（第５条 、第

６条）

○

� 事務引継ぎを期間内に完了

しない場合の過料の決定（政

令第１３１条、第１４０条、第１４１

条）

○ � 事務引継ぎを期間内に完了

しない場合の過料の決定（第

１３１条

）

○

６ 省略 ６ 省略

２～１７

省略

２～１７

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

財

政

課

１ 地

方自

治法

の施

行に

関す

る事

務

１ 県議会に関すること。 財

政

課

１ 地

方自

治法

の施

行に

関す

る事

務

１ 県議会に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 議決予算の要領の

公表（第２１９条第２項）

○ � 議決予算の総務大臣への報

告及び公表（第２１９条 ）

○

２ 省略 ２ 省略

３ 一時借入金の決定（第２３５条の

３第１項）

○ ３ 一時借入金の決定（第２３５条の

３ ）

○
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公 告

��������������

４ 財政状況の作成及び公表（第

２４３条の３第１項）

○ ４ 財政状況の作成及び公表（第

２４３条の３ ）

○

２～６

省略

２～６

省略

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する出納局関係事務に係る特定決裁事項

別表第９（第４条関係）

知事の権限に属する出納局関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区

分

知

事

専決

者

知

事

専決

者

出

納

局

長

課

長

出

納

局

長

課

長

出

納

局

１・２

省略

出

納

局

１・２

省略

３ 地

方自

治法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略 ３ 地

方自

治法

の施

行に

関す

る事

務

１ 省略

２ 認定決算の

要領の公表（第２３３条第６項）

○ ２ 認定決算の総務大臣への報告及び

要領の公表（第２３３条第６項）

○

３ 指定金融機関等の指定等（第２３５

条第１項、地方自治法施行令第１６８

条第１項、第３項、第４項、第７

項、第８項、愛媛県会計規則第１９２

条）

○ ３ 指定金融機関等の指定等（第２３５

条第１項、地方自治法施行令第１６８

条

、愛媛県会計規則第１９２

条）

○

４～６

省略

４～６

省略

附 則

この訓令は、平成２３年８月１日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成２３年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり実施する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年６月１５日 特定非営利活動法人
ぶうしすてむ 川 崎 壽 洋 松山市木屋町３丁目１２－７ 本法人は、障害を持つ人々が、精神的・社会的

に自立して、社会参加・就労できるようになる
ために、コンピューターやその周辺領域の知識
や技術を利用した仕事の開拓・研修・実習・実
務に関する事業を行うとともに、他の障害者支
援団体との交流事業を行うことで障害者の社会
への完全参加と自立に役立つことを目的とする。
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１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２３年９月２６日（月）午前９時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局

平成２３年１０月３日（月）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター

平成２３年１０月６日（木）午前９時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２３年１０月１２日（水）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２３年１０月１３日（木）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２３年１０月１８日（火）午前９時 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局

平成２３年１０月２５日（火）午前９時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２３年１１月１４日（月）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２３年１１月２５日（金）午前９時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第６
号に規定する特定事業所における危
険物施設（給油取扱所を除く。）に
おいて危険物の取扱作業に従事する
危険物取扱者を対象とした講習

平成２３年１０月７日（金）午前９時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２３年１０月１２日（水）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２３年１１月１４日（月）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２３年１１月１６日（水）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２３年１１月１８日（金）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２３年１１月１８日（金）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

� �及び�に掲げる危険物施設以外
の危険物施設において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２３年９月２６日（月）午後１時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局

平成２３年１０月６日（木）午後１時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２３年１０月１３日（木）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２３年１０月１８日（火）午後１時 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局

平成２３年１０月２５日（火）午後１時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２３年１１月２日（水）午前９時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２３年１１月２日（水）午後１時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２３年１１月１６日（水）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２３年１１月２５日（金）午後１時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局

２ 受講申請書の提出期間

平成２３年９月１日から各講習開催日の２日前まで（必着）

但し、受講申請書を提出した危険物安全協会管轄以外の会場で受講する場合は、平成２３年９月１日から各講習開催日の５日前までとす

る。

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 請求先
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年７月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

環境放射線監視テレメータシステムの製造

� 製造物品名及び数量

環境放射線監視テレメータシステム １式

（測定局関係１式、中央監視局関係１式、副監視局関係１式、

ソフトウェア１式、使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調

整、説明等一式を含む。）

� 製造物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２４年３月２６日（月）

� 納入場所

入札説明書等による。

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 故障発生の連絡から３時間以内に現地で復旧作業を開始でき

る体制を有すること。電話による故障対応窓口は、２４時間対応

可であること。

� 品質システムについて、ＩＳＯ９００１の認証を取得し、又は同

等の品質システムが構築されていることを第三者により認証さ

れていること。

� 過去１０年以内に、国又は地方公共団体若しくは原子力発電所

において、８局以上の測定局からアナログ、パルス及び接点信

号を変換・収集するテレメータシステムを複数構築した実績が

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２３４０

� 入札書の受領期間

平成２３年９月７日（水）午後１時５９分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２３年９月７日（水）午後２時００分

愛媛県庁第一別館５階 県民環境部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２３年８月２５日（木）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者

により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく

不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の

価格をもって入札を行った他の者のうち最低価格をもって入札

各市危険物安全協会、各地区危険物安全協会、各消防本部、各地方局総務県民課

� 提出先

各市危険物安全協会、各地区危険物安全協会

なお、受講申請書を提出した危険物安全協会管轄以外の会場で受講する場合は、返信用封筒（住所氏名を記入し８０円切手を貼ったも

の）を添えて提出すること。
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を行った者を落札者とすることがある。

ついては、次の事項に留意すること。

ア．調査基準価格が設定されていること。

イ．調査基準価格を下回る入札が行われた場合は落札者の決定

を保留し、低入札価格調査の終了後に入札結果を通知するこ

と。

ウ．低価格入札者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札

者とならない場合があること。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be manufactured：

Radiation Telemetric Monitoring System，１ set

� Time limit of tender：１：５９ p．m．，７ September２０１１

� For further information，please contact： Nuclear Power

Safety Division，Public Affairs and Environment Department，

Ehime Prefectural Government，４―４―２Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２３４０

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２３年７月２９日

愛媛県立中央病院長

梶 原 眞 人

１ 入札に付する事項

� 件名

重油の購入

� 購入物品名及び予定数量

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５ １種２号）

約７４０，０００リットル

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日まで

� 納入場所

愛媛県立中央病院

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「石油燃料類」について、平成２３・

２４・２５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を

有すると認められた業者で、次の事項に該当する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に確実に納入できる体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ２２２８

� 入札書の受領期限

平成２３年９月２６日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付等

ア 交付期間

平成２３年７月２９日（金）から９月６日（火）までの執務時

間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時１５分までをいう。以下同じ。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２３年９月２６日（月）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 東洋医学研究所 １階 会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た物品を納入できることを証明する書類を平成２３年９月６日

（火）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけれ
ばならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他
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詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Heavy

Oil（JIS K２２０５ class１ No．２）approximately７４０，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２６ September２０１１

� For further information，please contact：Accounting Section，

General Affairs Division，Secretariat，Ehime Prefectural

Central Hospital，８３ Kasugamachi，Matsuyama，Ehime

７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext２２２８

平成２３年７月２９日 発行
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